
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年３月２６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

ＬＥＤ照明（イルミネーション）装置

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　ＬＥＤ（電子発光体）に電源を供給し、多数のパターンによる点灯を行う照明
（イルミネーション）装置である。１６系統の出力に最大７６８個のＬＥＤを接
続し、スイッチ切り替えによりＬＥＤの点灯を制御し、照明効果を演出する。

○構造、仕様、意匠
　ＬＥＤに直流５Ｖを供給するための直流電源回路と、出力切り替え回路等の基
板を内蔵している。筐体に取り付けられたコネクタによりＬＥＤに電源が供給さ
れる。
　設置は専門の施工業者が行う。
　
○ 主な使用者、販売先
デパート、商店街等。

２　対象・非対象の解釈
　
　本装置とＬＥＤ全体で、特定電気用品以外の電気用品中、光源及び光源応用機
械器具の「装飾用電灯器具」として取り扱う。
　
（理由）
　ＬＥＤ照明装置は、ＬＥＤへ電源供給及び点灯制御を行うものであることから
両者は一体不可分の関係にある。したがってＬＥＤ照明装置とＬＥＤを組み合わ
せた全体で「装飾用電灯器具」として取り扱うのが妥当と判断する。


